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「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 

療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について 

 

 

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任に

ついては、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受

領委任の取扱いについて」（平成 30年６月 12日保発 0612第２号厚生労働省保険局長通知。

以下「当該通知」という。）により取り扱われているところであるが、今般、当該通知の一

部を下記のとおり改正し、令和８年７月１日以降の施術分から適用することとしたので、

貴管下の関係者に周知を図るとともに、円滑に取り扱われるよう御配慮願いたい。 

 

記 

 

１ 別添１の一部を次の表のように改正する。 

 



 

○「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」「別添１ 受領委任の取扱規程」   新旧対照表  

（傍線部分は改正部分） 

新 旧 

別添１ 

 

受領委任の取扱規程 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 保険施術の取扱い 

 

（施術の担当方針） 

16 施術管理者及び勤務する施術者は、関係法令、「はり師、きゅ

う師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支

給について」（平成４年５月 22 日保発第 57 号、その後の改正を

含み、以下「算定基準」という。）及び「はり師、きゅう師及び

あん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意

事項等について」（平成 16 年 10 月１日保医発第 1001002 号、そ

の後の改正を含み、以下「留意事項」という。）その他の通達等

並びに本規程を遵守し、懇切丁寧にはり、きゅう及びあん摩マ

ッサージ指圧に係る施術（以下「施術」という。）及び療養費の

請求に係る事務を行うこと。 

この場合、施術は、被保険者又は被扶養者等である患者（以下

「患者」という。）の療養上妥当適切なものとすること。 

 

 

 

 

別添１ 

 

受領委任の取扱規程 

 

第１章・第２章 （略） 

 

第３章 保険施術の取扱い 

 

（施術の担当方針） 

16 施術管理者及び勤務する施術者は、関係法令、「はり師、きゅ

う師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支

給について」（平成４年５月 22 日保発第 57 号、その後の改正を

含み、以下「算定基準」という。）及び「はり師、きゅう師及び

あん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意

事項等について」（平成 16 年 10 月１日保医発第 1001002 号、そ

の後の改正を含み、以下「留意事項」という。）その他の通達等

並びに本規程を遵守し、懇切丁寧にはり、きゅう及びあん摩マ

ッサージ指圧に係る施術（以下「施術」という。）及び療養費の

請求に係る事務を行うこと。 

この場合、施術は、被保険者又は被扶養者等である患者（以下

「患者」という。）の療養上妥当適切なものとすること。 

なお、健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済

上の利益の提供又は違法な広告若しくは通達、ガイドライン等

（その後の変更若しくは改訂及び新たに規定されるものを含

む。）に違反する広告により、患者が自己の施術所において施術



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17～19 （略） 

 

（領収証及び明細書の交付） 

20 施術管理者は、患者から一部負担金の支払を受けるときは、

正当な理由がない限り、領収証及び施術の内容のわかる明細書

を無償で交付すること。 

 

 

 

 

21～23 （略） 

 

第４章 療養費の請求 

 

（申請書の作成） 

24  （略） 

(1) 申請書の様式は、はり、きゅうの施術に係る療養費について

を受けるように誘引してはならないこと。 

また、施術所が、集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくは

その従事者、医療機関、医師又はその関係者等に対して金品（い

わゆる紹介料その他の経済上の利益）を提供し、患者の紹介を

受け、その結果なされた施術については、療養費支給の対象外

とすること。 

さらに、施術所が、医療機関、医師又はその関係者等に対して

金品等を提供し、療養費の請求に必要となる留意事項に基づく

同意書又は診断書（以下「同意書等」という。）の交付を受け、

その結果なされた施術については、療養費支給の対象外とする

こと。 

 

17～19 （略） 

 

（領収証及び明細書の交付） 

20 施術管理者は、患者から一部負担金の支払を受けるときは、

正当な理由がない限り、領収証を無償で交付するとともに、患

者から求められたときは、当該一部負担金の計算の基礎となっ

た項目ごとに記載した様式第５号による一部負担金明細書（１

日分）又は様式第５号の２による一部負担金明細書（１月分）

を交付すること。 

 

21～23 （略） 

 

第４章 療養費の請求 

 

（申請書の作成） 

24  （略） 

(1) 申請書の様式は、はり、きゅうの施術に係る療養費について



 

は様式第５号の１、様式第５号の１の２、様式第５号の３又は

様式第５号の３の２、あん摩マッサージ指圧の施術に係る療養

費については様式第５号の２、様式第５号の２の２、様式第５

号の４又は様式第５号の４の２とすること。 

(2)～(4)（略） 

(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、

施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで申

請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保

険者等に係る住所、委任年月日について患者より記入を受ける

こと。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受け

た場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由

がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受

けること。 

そのうえで、施術者は、20 により施術の内容がわかる明細書

を交付している場合を除き、毎月、申請書の写し（添付書類は除

く。）を、患者又は家族に交付すること。 

 

 

(6)～(11) （略） 

(12) 正当な理由なく請求を遅らせることは認められないもので

あること。 

 

（申請書の送付） 

25 施術管理者は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、様式第６

号及び様式第７号又はそれに準ずる様式の総括票を記入のう

え、それぞれを添付し、原則として、毎月 10 日までに、保険者

等へ送付すること。ただし、27 により国民健康保険等の療養費

審査委員会が設置されている場合は、施術管理者単位に保険者

等毎に取りまとめ国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」

は様式第６号の１又は様式第６号の１の２、あん摩マッサージ

指圧の施術に係る療養費については様式第６号の２又は様式第

６号の２の２とすること。 

 

(2)～(4) （略） 

(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、

施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで申

請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保

険者等に係る住所、委任年月日について患者より記入を受ける

こと。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受け

た場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由

がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受

けること。 

そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し（添付書類は除

く。）又は施術日数や回数、施術内容のわかる様式第５号の２に

よる「一部負担金明細書（１月分）」を、患者又は家族に交付す

ること（20 により、既にすべての施術について明細書を交付し

ている場合を除く。）。 

(6)～(11) （略） 

(新設) 

 

 

（申請書の送付） 

25 施術管理者は、申請書を保険者等毎に取りまとめ、様式第８

号及び様式第９号又はそれに準ずる様式の総括票を記入のう

え、それぞれを添付し、原則として、毎月 10 日までに、保険者

等へ送付すること。ただし、27 により国民健康保険等の療養費

審査委員会が設置されている場合は、施術管理者単位に保険者

等毎に取りまとめ国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」



 

という。）へ送付すること。 

26 （略）  

 

第５章 （略） 

第６章 療養費の支払 

 

30～34 （略） 

35 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等があ

る場合は、様式第８号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、

申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付すること。 

 

第７章 （略） 

 

第８章 指導・監査 

 

39・40 （略） 

 

41 保険者等又は審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい

不当があるかどうかを確認するために施術の事実等を確認する

必要がある場合には、施術管理者に対して、領収証及び明細書

の発行履歴や来院簿その他通院又は訪問若しくは往療の履歴が

分かる資料（受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に

関するものに限る。）の提示及び閲覧を求めることができ、当該

求めを受けた施術管理者はこれに応じる義務を負うこと。 

 

42・43 （略） 

 

44 （略） 

(1) （略） 

という。）へ送付すること。 

26 （略）  

 

第５章 （略） 

第６章 療養費の支払 

 

30～34 （略） 

35 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等があ

る場合は、様式第 10 号又はそれに準ずる様式の書類を記入の

上、申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付すること。 

 

第７章 （略） 

 

第８章 指導・監査 

 

39・40 （略）  

 

41 保険者等又は審査会は、療養費の請求内容に不正又は著しい

不当があるかどうかを確認するために施術の事実等を確認する

必要がある場合には、施術管理者に対して、領収証の発行履歴

や来院簿その他通院又は訪問若しくは往療の履歴が分かる資料

（受領委任の契約に係る委任をしている保険者等に関するもの

に限る。）の提示及び閲覧を求めることができ、当該求めを受け

た施術管理者はこれに応じる義務を負うこと。 

 

42・43 （略） 

 

44 (略) 

(1)（略） 



 

(2) (1)に該当する患者について、長期・頻回警告通知が到着した

月の翌月以降に、更に月 16 回以上の施術が行われた場合には、

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に

係る療養費の支給の留意事項等について」（平成 16 年 10 月１日

付け保医発第 1001002 号厚生労働省保険局医療課長通知）の別

添１（別紙５）の「１年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態

記入書（はり・きゅう用）」又は同別添２（別紙５）の「１年以

上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書（マッサージ用）」

を確認し、併せて施術管理者から提出させた「頻回な施術を必

要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」（別添１（様式第９

号）又は同（様式第９の２号））を確認する。 

第９章・第 10 章 （略） 

 

 別添１（様式第１号～様式第４号） （略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1)に該当する患者について、長期・頻回警告通知が到着した

月の翌月以降に、更に月 16 回以上の施術が行われた場合には、

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に

係る療養費の支給の留意事項等について」（平成 16 年 10 月１日

付け保医発第 1001002 号厚生労働省保険局医療課長通知）の別

添１（別紙５）の「１年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態

記入書（はり・きゅう用）」又は同別添２（別紙５）の「１年以

上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書（マッサージ用）」

を確認し、併せて施術管理者から提出させた「頻回な施術を必

要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」（別添１（様式第 11

号）又は同（様式第 11 の２号））を確認する。 

第９章・第 10 章 （略） 

 

別添１（様式第１号～様式第４号） （略） 



 

 

２ 様式を次のように改める。 

  なお、当分の間、従来の様式を取り繕って使用することができることとする。 



 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１（様式第５号） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添１（様式第５号の２） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第５号の１） 

 

別添１（様式第６号の１） 

 



 

別添１（様式第５号の１の２） 

 

 

別添１（様式第６号の１の２） 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第５号の２） 

 

別添１（様式第６号の２） 

 



 

別添１（様式第５号の２の２） 

 

 

別添１（様式第６号の２の２） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第５号の３） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第５号の３の２） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第５号の４） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第５号の４の２） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別添１（様式第６号） 

 
 

別添１（様式第８号） 

 

 



 

別添１（様式第７号） 

 

 

別添１（様式第９号） 

  

 



 

別添１（様式第８号） 

 

 

 

 

別添１（様式第 10 号） 

  

 

 

 



 

別添１（様式第９号） 

 

 

別添１（様式第 11 号） 

 

 



 

別添１（様式第９号の２） 

 

別添１（様式第 11 号の２） 

 



 

別添２ （略） 別添２ （略） 

 


